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当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡

先にお申出下さい。 

 

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、

同センターにご照会下さい。 

① お客様からのあっせん申立書の提出 

② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 

③ お客様からのあっせん申立金の納入 

④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 

⑤ あっせん案の提示、受諾 

 

(３) 当社への連絡方法及び苦情等の申出先  

マーケティング/クライアントサービス部または下記までお問い合わせ下さい。 

   代表電話番号：０３-４５５０-２７００ 
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